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第１章 この計画について  

１．法的根拠 

○ 「精華町第 2 次障害者基本計画【改定版】」は、「障害者基本法第 11 条第 3 項」

の規定に基づいて、地方自治体に策定義務がある「市町村障害者計画」となるも

のです。 

２．計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

○ 「精華町第 2 次障害者基本計画【改定版】」は、本町のまちづくりの最上位計

画「精華町第 5 次総合計画」の障害福祉部門の施策を推進するための指針です。 

○ 同時に策定した「第 3 次精華町地域福祉計画」を上位計画としつつ、障害福祉

に係る理念や目標を掲げて、目標の実現に向けた総合的な施策の体系を示しま

す。 

○ 障害福祉サービス等の供給について、目標数値を掲げて具体的な整備を推進す

るために策定する「精華町障害福祉計画」「精華町障害児福祉計画」との整合

を図ります。 

・ 「精華町障害福祉計画」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総合支援法）第 88 条第 1 項」の既定に基づいて地方自治体に策定義務がある「市町村障害福祉計画」

となるものです。 

・ 「精華町障害児福祉計画」は、「改正児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項」の既定に基づいて地方自治体

に策定義務がある「市町村障害児福祉計画」となるものです。 

○ 国の｢第 4 次障害者基本計画（平成 30～34 年度）｣及び「第 3 期京都府障害

者基本計画（平成 26～31 年度）」と整合を保ちつつ推進するものです。 

 

（２）計画の期間 

○ 本計画は、平成 24（2012）年度からおおむね 10 年間と定めた計画を、平成

30（2018）年度に改めたものであり、 平成 31（2019）年度から平成 35

（2023）年度 を計画期間とします。 

 

 

 

・ 計画相関図 

・ 障害者計画、障害福祉計画・障害児福祉計画の計画期間（表） 
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３．近年の関連動向 

（１）法制度関係 

○ 近年の法制度に係る動向は、下表の通りです。 

法制定・改正等 概         要 

① 障害者権利条

約の批准 

［H26.1.20 批准、H26.2.19、国内で条約が効力を発生］ 

・ 正式名称：障害者の権利に関する条約。 

・ 障害のある人の人権と基本的自由の享有を保障し、障害のある人の固有の尊厳の尊重

を促進することを目的として、障害のある人の権利の実現のための措置等について定

めた条約です。 

② 障害者差別解

消法の制定 

［H25.6.26 公布（一部同日施行）、H28.4.1 施行］ 

・ 正式名称：障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。 

・ すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進す

ることを目的として制定されました。 

・ 障害を理由とする差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供等について定めています。 

③ 障害者雇用促

進法の改正 

［H25.6.19 公布、H28.4.1 施行］ 

・ 正式名称：障害者の雇用の促進等に関する法律。 

・ 「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた対応の一環として、H28.4.1 に改正施

行されました。法定雇用率の算定基礎の見直しについては、H30.4.1 の施行とされて

います。 

④ 成年後見制度

利用促進法の

制定 

［H28.4.15 公布、H28.5.13 施行］ 

・ 正式名称：成年後見制度の利用の促進に関する法律。 

・ 認知症や知的障害、その他の精神上の障害があることにより、財産の管理や日常生活

等に支障がある人を支える重要な手段である成年後見制度について、その利用の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められています。 

・ 法に基づき、H29.3.24、「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定されました。 

⑤ ニッポン一億

総活躍プラン

の閣議決定 

［H28.6.2 閣議決定］ 

・ 「一億総活躍社会とは、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、

障害や難病のある方も、家庭で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる、いわば

全員参加型の社会である」と位置づける中で、障害のある人や、難病の患者・がん患

者等の活躍支援と地域共生社会の実現を謳っています。 

⑥ 発達障害者支

援法の改正 

［H28.6.1 公布、H28.8.1 施行］ 

・ 法施行から 10 年が経ち、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援が求められる

ことや、共生社会の実現に向けた法整備が進んだことを踏まえて、各種施策に係る法

律の全般にわたる改正が行われました。 

・ 「発達障害者支援センター等」による支援について、できるだけ身近な場所で必要な

支援が受けられるよう配慮することとされています。 

⑦ 障害者総合支

援法と児童福

祉法の改正 

［H28.6.3 公布（一部同日施行）、H30.4.1 施行］ 

・ 障害者総合支援法の正式名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律。 

・ 障害福祉サービスの類型として「自立生活援助」「就労定着支援」が創設されるとと

もに、「高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用」に係る改正がなされています。 

・ 「障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画の策定）」「医療的ケ

アを要する障害児に対する支援（H28.6.3 施行）」が盛り込まれるとともに、「地域

共生社会への転換」が明記されました。 

⑧ 介護保険法の

改正 

［H29.6.2 公布、H30.4.1 施行］ 

・ 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

（H26.6.25 公布）」による改正が行われました。障害福祉に係る改正点として、地

域共生社会の実現に向けた取り組みの推進が示されています。 
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（２）国・府の計画 

① 第 4 次障害者基本計画（平成 30 年度〜平成 34 年度）  （要諦抜粋予定） 
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② 第 3 期京都府障害者基本計画（平成 26～31 年度） 

○ 障害者基本法第 11 条第 2 項に基づき、国の「障害者基本計画」を基本として

策定する「都道府県障害者計画」です。 

○ 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進の

ため、以下の 5 つの横断的視点を踏まえて、8 つの分野からの施策展開を図る

としています。 

（5 つの横断的視点） 

・ 障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

・ 当事者本位の総合的な支援 

・ 障害特性等に配慮した支援 

・ アクセシビリティの向上 

・ 総合的かつ計画的な取組の推進 

（8 つの分野） 

・ 共生社会の実現に向けた理解と交流の推進 

・ 教育の推進 

・ 生活の支援 

・ 保健・医療の充実 

・ 生活環境の整備 

・ 雇用・就労の促進 

・ スポーツ、文化・芸術、レクリエーション活動の振興 

・ 暮らしの安心・安全 
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第２章 精華町の障害福祉に係る概況と課題  

１．手帳所持者数の状況 

２．特別支援教育を利用する児童生徒の状況 

３．山城南圏域の社会資源の概況 

４．住民の意識（アンケート調査結果等の要諦） 

 

・ 統計データについては、現計画掲載内容を基本的に踏襲し、時点更新して掲

載します。 

・ なお、人口動向について割愛するほか、障害福祉サービスに係る個別の統計

については、障害福祉計画に掲載するものとします。 

 

５．計画課題 
 

（現段階の課題の仮説） 

［１］ 一貫した発達支援 

［２］ 社会参加の拡充 

［３］ 生活支援基盤の確保・堅持（高齢化対応、介助者対応含む） 

［４］ 福祉人材の育成・確保 

［５］ 地域共生社会づくり（移動確保含む） 

 

・ 関係団体等へのヒアリング調査を予定しています（10 月中目途） 

・ ヒアリング調査結果も踏まえつつ、内容整理を予定しています。 
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第３章 理念・原則と計画目標  

１．基本理念 

 

障害があってもなくても 

誰もが自分らしく生活し輝けるまち 精華町（仮） 

 

２．３つの原則 

［１］ 基本的人権の尊重と差別の禁止 

［２］ 自己決定と自己選択の尊重 

［３］ 地域共生の社会づくり 

３．計画目標 

［１］ 誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

［２］ 誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

［３］ 差別や偏見のない、地域共生社会となっている 
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注意：第４章の記載内容については、改定した場合の各施策の移動先をイメージす

るためのもです。そのため、当時作成した際に存在した施策名や団体名がそ

のまま使用しています。改定後の記載内容ではない点、ご留意ください。 
 

第４章 目標ごとの施策  

１．施策の体系 
 

 

 

 目標１  誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

施策１：発達支援の充実 

施策２：支援が必要な子どもの早期発見・対応 

施策３：教育・保育の充実 

施策４：放課後活動等対策の充実 

施策５：社会参画・就労の促進 

 

 目標２  誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

施策６：相談と情報提供の充実 

施策７：日常生活の支援 

施策８：住まいの確保 

施策９：保健・医療の確保 

施策 10：経済的負担の軽減 

 

 目標３  差別や偏見のない、地域共生社会となっている 

施策 11：人権文化の醸成と権利の擁護 

施策 12：コミュニケーション支援の充実 

施策 13：移動の確保 

施策 14：福祉人材の育成・確保 

施策 15：防災・防犯対策の充実 
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２．具体的な施策 
 
目標１：誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

施策 1 発達支援の充実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

※ 項目の説明文については、今年度の評価段階で「行政として行うこと」の視点から、内容

の表現を一定整理したものです。 

 

１−（３）発達障害などの理解と支援の充実 

 

○ 支援の必要な子どもへの対応 

・ 保護者が相談により子どもの発達に見通しが持て、育児をしていく上で安心感が持てるよ

うな支援をめざします。 

 

○ 発達相談事業 

・ 町の福祉課、教育委員会、相談支援専門員等の相談対応を充実し、保育所・幼稚園・学校

との連携を一層図っていきます。 

・ 発達障害児（者）に関する相談窓口となる機能、システムを、関係機関と連携しながら充

実を図ります。 

 

○ 発達障害の理解の促進 

・ 発達障害のある子どもに対し、その症例や支援の方法に対する適切な対応ができるよう、

教職員や関係者による研究・研修を行います。 

 

○ 関係機関等の連携と協働 

・ 乳幼児健診等の母子保健事業との連携を図るとともに、教育機関とも連携し、特別支援教

育体制の構築に努めます。 

・ 母子保健事業、障害者福祉、教育関係の協働による支援体制の整備に努めます。 
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目標１：誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

施策 2 支援が必要な子どもの早期発見・対応 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

１−（１）障害の早期発見・早期療育 

 

○ 母子保健事業の推進 

・ 乳幼児健診での障害児や発達障害児等の早期対応につながる相談・訪問を実施します。 

・ 未就園児や専門的療育事業等の利用対象児以外のフォロー教室や相談支援を実施します。 

 

○ 早期療育体制の充実 

・ 療育体制の充実等を図ります。 

・ 町内での児童デイサービス事業所の確保や利用促進を図ります。 
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目標１：誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

施策 3 教育・保育の充実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

１−（２）保育・教育の充実 

 

○ 保育所・幼稚園での障害児保育・教育の充実 

・ 子育て発達支援センターが実施している保育所巡回相談事業を継続し、関係機関との連携

の充実を図ります。 

・ 障害児保育の充実に向けた職員研修の充実を図ります。 

・ 保育所に入所する障害児等の子どもに対する保育の充実と早期発見・早期対応に努めます。 

 

○ 教育相談の充実 

・ 学校内の教育相談や就園就学指導体制の整備に努めるとともに、障害の状況を把握し、相

談活動の推進に努めます。 

・ 支援ファイル等も適宜活用しながら、就学時の支援強化を図っていきます。 

 

○ 特別支援教育の推進 

・ 個別の指導計画の作成とその活用を図り、指導方法の工夫・改善に努めます。 

・ 特別支援学校と小・中学校との、また在籍校と通級指導校との連携した指導に努めます。 

 

○ 進路指導の充実 

・ 全校的な指導体制のもとに進路指導を推進します。 

・ 家庭や地域とともに自らの進路を切り開く力を育てる指導を充実させることにより、個性

に応じた積極的な進路選択を支援します。 

 

○ 職員研修の充実 

・ 教職員の研修や勉強会を行います。 

・ 教職員への福祉教育等を行い、障害のある子どもへの理解を深めるとともに、指導力の向

上を図ります。 
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目標１：誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

施策 4 放課後活動等対策の充実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

１−（４）放課後活動等の充実 

 

○ 放課後、学校長期休暇期間の生活の充実 

・ レクリエーション事業やＮＰＯ団体のサークル活動等の充実も図りながら、放課後等デイ

サービス事業所を増やし、より身近な地域で利用しやすくします。 

・ 障害児の放課後や学校長期休暇期間中の活動の場である地域活動支援事業の充実を図り

ます。 

 

○ 放課後等デイサービス事業の活用 

・ 放課後等デイサービス事業の活用を促進し、利用しやすい体制を整えられるよう、関係機

関の連携を図ります。 

・ 地域支援事業の日中一時支援事業の活用、連携の充実も図っていきます。 
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目標１：誰もがみんな、その人らしく発達・成長し、輝ける 

施策 5 社会参画・就労の促進実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

１−（５）自立と社会参加のための支援 

 

○ 進路指導体制の充実 

・ 障害者就業・生活支援センター・特別支援学校・障害者支援事業所・相談支援機関・学校・

行政機関・ハローワーク・企業等の連携を強化し、障害のある子どもの状況に適した進路

指導を行います。 

・ 進路指導、職業体験など、早期からの就労支援を行うなど、職業的自立を促す指導に努め

ます。 

 

○ 一貫した相談体制の連携 

・ 保育所・幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校などとの間で連携を図ります。 

・ 進路指導や就学時相談支援との連携を図り、生涯の自立と社会参加につながる支援を行い

ます。 

 

○ 支援ネットワークの構築 

・ 行政、福祉関係機関、教育、企業などが連携し、圏域でのネットワーク化を検討します。 

・ 障害のある児童に、就学時だけでなく、就労時においても継続した支援を行い、生活の自

立を促進します。 

 

２−（１）働く場の確保 

 

○ 障害者雇用の理解と啓発 

・ 企業における障害のある人への理解と啓発を深めるための福祉教育・研修等の実施を支援

します。 

・ 障害者雇用率制度の周知をはかり、雇用率未達成企業の解消を促進します。 

・ 毎年９月の障害者雇用支援月間を中心に、障害のある人の雇用の促進を図るための啓発活

動を積極的に行います。 

 

○ 職親制度の普及・啓発 

・ 知的障害のある人が一定期間、事業経営者の元で生活し、職業訓練を受けて一般雇用をめ

ざす職親制度の周知に努めます。 

 

○ 障害福祉サービスにおける支援の推進 

・ サービスの適切な利用支援を行うことにより多様な社会参加を推進します。 

・ 一般企業への就労が困難な人に対して、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う、「就労継続支援」を推進します。 

 

○ 福祉的就労の支援 

・ 産業や福祉、ＮＰＯ法人等の関係団体と連携し、障害のある人が作製した製品のＰＲ及び
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販売を支援します。 

・ 就労場所に応じて、その風土や特徴を生かした仕事に取り組むため、地域との交流、連携

を促進します。 

・ 福祉的就労施設等への通所に要する交通費の補助等を行う等、就労場所の選択肢の拡大を

支援します。 

 

２−（２）関係機関の連携と多様な就労機会の創出 

 

○ ハローワークとの連携 

・ ハローワークや支援事業所との連携を図り、障害者試行雇用事業（トライアル雇用事業）

を活用し、障害のある人の本格的な雇用に取り組むきっかけづくりを推進します。 

・ 企業や事業主に対して各種助成制度の周知及び活用を促進し、障害のある人の雇用に関す

る相談体制の充実を図ります。 

 

○ 障害者就業・生活支援センターの活用 

・ 障害者就業・生活支援センターと関係機関との連携を強化します。 

 

○ 職場への定着支援 

・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）制度の周知、啓発を図ることにより、障害のある人の職

場への定着を支援します。 

 

○ 教育・福祉との連携体制 

・ 教育機関やサービス事業所、公共職業安定所等との連携を図ります。 

 

○ 難病対策推進事業の保健所との連携 

・ 難病の人々やその家族の相談に応じるほか、専門の相談会の紹介や在宅福祉事業を実施し

ます。 

・ 難病の人々の療養生活への支援を円滑に行うため、保健所との連携を進めていきます。 

 

 

 

２−（３）生きがいづくりの促進、６−（３）スポーツ・レクリエーションの機会づくり 

 

○ 取り組み記載なし 
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目標 2：誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

施策 6 相談と情報提供の充実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

４−（１）総合的な生活支援体制の整備 

 

○ 相談窓口の充実 

・ 町役場における情報提供、相談対応の充実に努めるとともに、各関係機関と連携して窓口

の明確化と相談体制の充実を図ります。 

 

○ 相談支援の充実 

・ 委託相談支援事業所では、障害福祉サービスを利用するすべての障害者（児）のサービス

利用計画を作成し、きめ細かな支援を促進します。 

・ 相談支援の質の向上、調整のため、相談支援機能強化事業を実施します。 

・ 町の関係課と相談支援事業所等が連携し、相談窓口として必要な情報の共有と専門性の確

保、向上を行い相談体制の充実に努めます。 

・ 身体障害者相談員、知的障害者相談員の活動の支援等を行い、障害者やその家族が身近に

相談できる体制の充実を図ります。 

・ 今後も地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障害）

をワンストップで応じます。 

 

○ 地域における相談活動の充実 

・ 身体障害者・知的障害者相談員、民生・児童委員などに対し、障害についての情報提供や

研修等を積極的に行い、地域での相談機能の強化を図ります。 

 

○ 情報提供体制の多様化 

・ 聴覚障害者・言語障害者にＦＡＸ等を活用した情報伝達システムの整備による情報提供を

図ります。 

・ インターネットや携帯電話のホームページ、メールその他、多様な情報伝達手段等の活用

なども研究し、情報提供体制の充実に努めます。 

 

○ 相談支援体制の強化 

・ いつでも一貫した情報を提供できる体制を整えるとともに、個々に対応した適切な相談体

制の確立を図ります。 
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目標 2：誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

施策 7 日常生活の支援 

 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

４−（３）通所サービス事業の充実、（４）公正適正なサービス提供の確保 

 

○ 取り組み記載なし 

 

 

 

・ 障害福祉計画に係る内容を含めて整理します。 
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目標 2：誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

施策 8 住まいの確保 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

５−（２）生活の場の確保 

 

○ 公営住宅におけるバリアフリー化 

・ 高齢者や障害のある人の入居に配慮し、公営住宅の建設・建て替えに際しては、バリアフ

リー設計・改修を進めていきます。 

 

○ 各種給付・融資制度の周知 

・ 居宅生活動作補助用具の給付や、府の住宅建設(改良)資金の融資等の制度について、広報

をはじめ、ホームページ、パンフレットによる周知と利用促進を図ります。 

 

○ グループホーム事業等への支援 

・ 障害のある人の住み慣れた地域での暮らしを支援するとともに、入所施設から地域生活へ

の移行を促進する観点からも、グループホーム事業等への支援に努めます。 
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目標 2：誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

施策 9 保健・医療の確保 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

３−（１）保健・医療サービスの充実 

 

○ 健康診査の充実 

・ 健康診査の充実に努めるとともに、受診を働きかけます。 

・ 健診後のフォロー体制の充実に努め、早期治療へとつなげます。 

 

○ 生涯を通じた健康づくりの推進 

・ 健康増進計画などと連携を図り、乳幼児期から高齢期までの年代ごとの課題に応じた健康

づくりを推進します。 

 

○ 医療費助成制度の実施 

・ 障害者自立支援法による、自立支援医療の給付を実施しています。 

・ 福祉医療費についても、有益な実施となるよう努めています。 

 

○ 医療体制の充実 

・ 医師会、歯科医師会との連携のもと、住民が必要な時に適切な治療を受けることができる

ように、医療体制の充実に努めます。 

 

○ 難病患者への支援 

・ 難病患者とその家族の療養上の不安や介護の負担を軽減するなど、適切な在宅支援を行う

ため、保健・医療・福祉の連携に努めます。 

 

○ 精神保健福祉施策の推進 

・ 精神障害のある人やその家族に対する相談支援体制の充実に努めます。 

・ 専門の医療機関と連携し、精神疾患の早期発見・早期治療に努めるとともに、円滑な社会

復帰に向けた支援に努めます。 

 

 

 

３−（２）生涯にわたる障害の早期発見と早期対応 

 

○ 取り組み記載なし 
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目標 2：誰もが安心して毎日の生活をおくれる 

施策 10 経済的負担の軽減 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

○ 取り組み記載なし 

 

 

 

 

・ 経済的負担の軽減に係る制度について整理します。 
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目標 3：差別や偏見のない、地域共生社会となっている 

施策 11 人権文化の醸成と権利の擁護 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

４−（６）権利擁護体制の推進 

 

○ 成年後見制度の普及・啓発 

・ 成年後見制度の普及・啓発を図ります。 

・ 身寄りがない等の理由から制度の利用が困難な障害のある人に対しては、町が申し立てを

積極的に行うとともに、法人後見組織の育成や、市民後見人の育成などにより権利擁護を

図ります。 

 

○ 地域福祉権利擁護事業の推進 

・ 社会福祉協議会が推進する地域福祉権利擁護事業について支援し、制度の浸透に努めます。 

 

○ 権利擁護の推進 

・ 障害児・者の親亡き後の生活支援や金銭管理、財産管理など、権利擁護のあり方について

協議を進めます。 

 

 

５−（１）社会参加を支える福祉のまちづくりの推進 

 

○ ユニバーサルデザインの視点に立った生活環境の整備 

・ 住民一人ひとりに対して、ユニバーサルデザインの考え方について普及・啓発を図ります。 

 

 

６−（１）福祉交流の推進 

 

○ 各種メディアの活用 

・ 障害のある人が扱いやすく、手に入れやすい情報の提供方法の研究・普及を図ります。 

・ 町の広報誌やホームページをはじめ、新聞、テレビ、ＣＡＴＶなどのマスメディアを積極

的に活用し、広報・啓発に努めます。 

 

○ 「障害者週間」等の活用 

・ 街頭啓発、リーフレットの配布、講演会などを行うことにより、障害者があらゆる分野の

活動に積極的に参加する意欲を高めるための運動を展開することに努めます。 

 

○ 相互理解の促進 

・ 障害のある人と障害のない人の相互理解、障害のある人同士の相互理解を進め、誰もが支

え合い、尊重し合えるような施策の展開を検討します。 

 

○ 関係団体等との連携の強化 

・ 各種障害者団体やボランティア団体などと連携して障害のある人のニーズの把握に努め、
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障害者施策への反映に努めます。 

 

 

６−（２）交流・ふれあいの機会づくり 

 

○ 地域コミュニティ・ネットワークづくり 

・ 地域において障害のある人のいる世帯を見守り、支援を行う地域コミュニティ・ネットワ

ークの構築を図ります。 
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目標 3：差別や偏見のない、地域共生社会となっている 

施策 12 コミュニケーション支援の充実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

４−（８）社会参加の基盤づくりと情報保障の充実 

 

○ 取り組みの記載なし 

 

 

 

・ 障害福祉計画に係る内容を含めて整理します。 
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目標 3：差別や偏見のない、地域共生社会となっている 

施策 13 移動の確保 

 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

４−（２）外出支援の充実 

 

○ 取り組み記載なし 

 

 

５−（１）社会参加を支える福祉のまちづくりの推進 

 

○ 公共施設などの整備・改善 

・ 公共施設及び公共公益施設の多目的トイレやエレベーター、スロープ等の設置・改善、障

害者用駐車場の確保を推進します。 

・ 民間施設の建設や既存施設の改修においても、「精華町やさしいまちづくり整備指針」に

基づいて事前協議を行い、指導・助言を行います。 

 

○ 道路・交通安全施設の整備 

・ 歩道の拡幅や段差・傾斜の解消、視覚障害者誘導用ブロックなど、町道路施設の改良を計

画的に推進します。 

・ 道路標識や案内の改良、音響式信号機の設置など、設備の改善を関係機関に要望します。 
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目標 3：差別や偏見のない、地域共生社会となっている 

施策 14 福祉人材の育成・確保 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

４−（５）支援の担い手の確保 

 

○ 取り組み記載なし 

 

 

４−（７）障害者の社会参加の促進とボランティアの自己実現支援 

 

○ 取り組み記載なし 

 

 

 

６−（２）交流・ふれあいの機会づくり 

 

○ 地域コミュニティ・ネットワークづくり 

・ 地域において障害のある人のいる世帯を見守り、支援を行う地域コミュニティ・ネットワ

ークの構築を図ります。 

 

○ ボランティア養成講座の充実 

・ 訪問活動・相談・付き添い・点訳・手話・要約筆記などのボランティア養成講座を充実し、

人材の育成を図ります。 

 

○ ＮＰＯ・ボランティア団体等の育成・支援 

・ 地域で活動する人材の発掘・育成に努め、ＮＰＯやボランティア活動の育成に努めます。 

・ ＮＰＯやボランティア活動をより活性化するため、活動の場の提供などの支援や、活動の

連携を図り、地域とともに活動できるよう、支援を充実します。 
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目標 3：差別や偏見のない、地域共生社会となっている 

施策 15 防災・防犯対策の充実 

 

 

 

＜現計画に掲げる取り組み項目＞ 

 

５−（３）防災・防犯対策の推進 

 

○ 地域における交流と周知 

・ 地域の行事等の機会を捉えて福祉に関する意識啓発を行います。 

 

○ 地域における防災・防犯体制の強化 

・ 講習会や防災訓練を通じて、障害のある人を含めた地域住民の防災意識の向上を図ります。 

・ 防災に関するパンフレットの作成・配布や避難誘導板の設置を検討します。 

・ 地域の実情にあった自主防災組織の育成に努めるとともに、関係機関との連携協力体制を

強化し、犯罪や災害に強い地域づくりを推進します。 

 

○ 災害情報等の提供と、防災意識の高揚 

・ 普段から防災に関する情報を提供し、災害時の行動規範の徹底や防災意識の高揚を図りま

す。情報の提供にあたっては、障害の種類や程度により、様々な方法を取り入れ、周知・

徹底できるよう努めます。 

・ 防災行政無線、文字放送、音声告知放送、メール配信等を活用した災害情報伝達システム

の利用拡充を図ります。 

 

○ 災害発生時の福祉避難所の充実 

・ 福祉避難所の増加に努めるとともに、福祉避難所において要援護者に必要な備蓄品の充

実・確保に努めます。 
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第５章 計画の推進  

１．計画の進行管理 

２．圏域・府との連携 
 

・ 成案調整段階で内容整理します。 

 
 


